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商店街における屋外照明の夜間消灯に係るご協力のお願いについて 

 

 

 日頃より東京都の商店街振興施策にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申しあげます。 

 このたび、国において緊急事態宣言を令和３年６月２０日まで延長することが決定されまし

た。 

現在、都内では感染力の高い変異株の脅威に直面しており、緊急事態宣言の期間において更な

る感染拡大を防止するためには、人流の一層の抑制が必要となります。これまで令和３年４月２

３日付３産労商地第２４６号及び同年５月７日付３産労商地第３２８号により以下の取組への

ご協力を依頼しております。引き続きのご協力について重ねて加盟の商店街の皆様にご周知い

ただけますようお願いいたします。 

 

                    記 

 

１ 期間 

  令和３年４月２５日（日）～６月２０日（日）（緊急事態宣言の期間）２０時以降 

 

２ 依頼内容 

 ・商店街が保有するアーチなどの屋外照明（防犯対策上、必要なもの等を除く）の夜間消灯 

 ・会員店舗が保有する看板などの屋外照明（防犯対策上、必要なもの等を除く）の夜間消灯 

 

 なお、業種ごとの感染拡大防止ガイドラインを遵守徹底し、引き続き適切な感染症対応を講じ

ていただけますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 （連絡先） 

東京都産業労働局 商工部 

地域産業振興課 商店街支援担当 立川 

電 話（ダイヤルイン）０３（５３２０）４７５６ 


